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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた対応について（通知） 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策には、日頃から特段の御配慮、御尽力をいただい

ており誠にありがとうございます。 

さて、感染の拡大が続く中、１月７日に国の緊急事態宣言が再び発令されました。宣言を受

けて国から出された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年１月７日

変更）において、障害福祉サービス事業所については、利用者の方々やその家族の生活を継続

する観点から、適切な感染予防対策を講じたうえでの事業継続が要請されています。 

つきましては、本市として、下記の対応を継続いたしますので、感染予防対策に引き続き御

留意いただきながら、サービス提供体制を確保していただきますようお願いします。 

 

記 

 

 １ 国から発出されている「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の

人員基準等の臨時的な取扱いについて」（最新は第８報）については、本市においてもこ

れに準じた取扱いをします。 

   臨時的な取扱いの終了時期は現時点では未定ですが、終了する場合には、通常の体制へ

戻る準備期間を考慮の上、適切な時期にお知らせします。 

 

 ２ 今後も、感染の再拡大によりやむを得ず休業することとなった場合は、事前に市への報

告をお願いします。 
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